
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ４番 林　忠治 ５番 碓井　繁

６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男 ９番 稲葉　悟

10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 5名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　浅岡　克則

議事録署名委員 ５番 碓井　繁 ７番 山本　裕子

議事日程 １. 開　会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号

報告第１号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第34回総会

日時　令和８年５月７日（木）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第33回　上市町農業委員会総会議事録

令和８年４月３日（金）　午後２時

10名

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

閉　会

それでは、第33回上市町農業委員会総会を開催いたします。宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中10名でありまして、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告
いたします。また推進委員は６名中５名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

はい。ありがとうございました。
それでは議事の方に入っていきたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっておりますので、宜し
くお願いいたします。

それでは議事の前にですね、議事録署名委員の指名をさせていただきます。５番　碓井委員さん、７番　山
本委員さんひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。なお本日の会議書記には、事務局職員の浅
岡さんをお願いしてあります。よろしくお願いいたします。

それでは早速ですが、議案に入りたいとこのように思います。「議案第１号　農地法第３条の規定による許
可申請の許可審議について」事務局より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区の担当委員から報告を願いま
す。１番●●委員、●●推進委員　２番●●委員、●●委員、●●推進委員　３番、４番、５番●●推進委
員ひとつよろしくお願いいたします。はい、1番から●●委員さん
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まずあの３ページ申請地ですがこの地図の左下の方に●●●●●とあります。これの前の道は下へ行くと●
●●、上の方に行くと●●と●●●●●●の方へ行く所の道になります。現地写真ですけどこれは東の方か
ら住宅の裏側に●●が見えるような位置関係になります。●●さんと●●さんの関係ですけども●●さんと
●●さんの●●●●が●●で●●●●●●の方へ●●●まして●●さん自身は農地を持て余してます。かた
や●●●●さんはかねてよりこの土地を欲しがっていたんですけども●年前でしたっけ去年でしたっけ５反
要件っていう農地を取得する物から最低５反持っていなきゃ農地取れないよっていう制約ございましたが、
それがあったので申請できずにおりましたが５反要件が外れたっていうことを察知されて今回この申請をさ
れてます。相思相愛で継続して維持していこうという話なので何の問題もなく賛成したいと思います。以上
です。
はい、●●推進委員さん

私の方は問題はありません。

はい。それでは２番●●委員さん

２番について●●さん●●●●●●っていう場所どこかよくわからなかったんですけど●●●●は昔●●●
あったとこですね、あの北の方にあの今はもうなくなったんですけども●●●●がたくさんあった●●●と
いう山の突き当り、そこが●●さんの家です。●●さんは地図●●の方にあります。私の記憶では●●●●
●●●●●●●●●さんってのは僕らの大先輩の農業委員しとられたんじゃなかったかなっていう記憶があ
ります。●●●●さんと●●さんと先ほど●●じゃないか話が全然赤の他人。どうして話が来たんだといい
ますと●●さんの方は最初は作っておられまして、●●で田んぼを手放したいと●●さんって方々の紹介で
●●さんの方へ譲ろうかという話になったようです。一番心配なのは●●●からどうやってトラクターとか
を運搬してくるんかなと。トラックで運ぶいうことでありましたんで、移動に関してはうかがっておりま
す。●●さん自身はですね現在●●地区で●●●反ほど●●●耕作されとんがですね。●件ほど田んぼを預
かって小麦粉と大豆っていう話してまして、●●さん今後●●●の方で利用地を求めてかれるんですか聞い
たら何人かのグループで法人化できたらといずれはしていきたいなとお話です。●●●っていうのはそのグ
ループのメンバーが●●●と。一番心配したのは作業機をどうやって運搬してくるんかなというところだっ
たんですけど、トラックで運ぶいうことでありました。直接会えなくて電話での連絡だったんですけど、●
●さんの思いも●●さんの思いもお聞きしましたんで、あの辺はほおっておくと遊休農地、草だらけの農地
になっていくと思うので、許可しなきゃならないのかなと思っています。以上です。●●委員さん

●●委員さん言われたとおりのことであります。私も電話でしかお話しできなかったんですけど本人さんは
お米や大豆、麦を●●で作りたいということでしたが、どうやって作業されるのかちょっと心配なので今後
経過を確認しながらっていう感じだと思います。以上です。

はい、●●推進委員さん

特に問題はないと思います。

はい。わかりました。それでは３番、４番、５番続けて●●推進委員さんお願いいたします。

３番の方から申します。譲渡し人の●●●●さん実家がですね●●●●●●番地でございまして、田んぼを
●●●●●の●●さんに譲り受けしたい案件になります。申請地となっているところがですね地図見ていた
だければわかる、見ていただきたいんですけども左の方にですね●●●●●●●右の方に縦に道路が走って
います。道路の上側の方が●●●の方でして、●●と●●の間の南の方に行くときの道路でありまして●●
の●●下って約●●●キロ位のところが申請地地区あたりであります。３番と４番一緒に書いてあるがです
けども右手の方に申請地が３箇所あります。申請地の●●●、●●●これは今ですねソバを植えてあった畑
であります。●●●と●●●が●住んどられる担い手農家さんが耕作しとられた周辺であります。●●●と
●●●がですねイチゴとかそういった各分けてある畑となっております。●●さんは●●●の●●●の地名
になるがですけども、そちらで耕作をしとられてですね●●さんと●●●●さんの●●●●であります。●
●●●がなくなられた時の田んぼをどうしようかといった相談も乗ってもらっとったんですけども、昨年
買ってもらえんかというふうに依頼があったので今回買うことにしました、といったことであります。家か
ら離れておりますので、車で●●●位かかるわけでして、コンバインとか田植え機とか転がしてくるってい
うのが難しい話なので、●●●と●●●の畑のところはトラクターで畑をします。●●●と●●●について
は従来通り認定農家さんに委託をします。●●●と●●●は草刈りの管理をします。●の●●●●●に意見
聞きました。●●さんが管理しているわけじゃなくてですね、●●さんが草管理してくれるなら地域として
は問題ありませんとのことでしたので信じてですね現状のまま維持をしてくださるのとして特に問題はない
なというふうに思いました。４番と５番についてですが、５番の方から説明しますと●●さん●●さんにつ
いてはですね●月の農業委員会でも●●●●●で農地を含めての申請あった方です。●●●●さんが●●●
●さんの住宅をですね●●●●●で入居されてですね一緒に付いていた田んぼと畑転用に向けて田んぼにつ
いては●の●●●●●さんの方に調査した結果問題なかったんですけども、今回は●●さんの方に田んぼを
2箇所畑もっとられることが分かってですねその申請であります。地図の５番目なんですけども山間の方に
ですね小さな畑2箇所●●●の境です。移動は乗用車か自転車。面積は小さいので草刈りはできます。右手
の方に柿もありましてそれも管理しますよとの話でした。ここは特に問題はないと思いました。４番目はで
すね地図見ますと道路の向かい側矢印がしてある場所が●●●●●で買われた御宅なんです。そのとなりが
ですね畑があるんですけど●●さんの畑だと思ったらそうじゃなくて●●さんの畑だった。自分で畑をした
いので●●さんにお願いしてここ分けてくださいというふうにお願いして横にすることになった。去年からはい。ありがとうございました。

これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

●●さんと●●さん、金額は介在しないんだそうです。司法書士さんを通さずに登記はできるんだけど、今
回は●●さんがされたそうです。その後の手続きを知らないので、司法書士さんに頼まれたらどうですかと
アドバイスしました。
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その他何か質問どうでしょう。採決してもいいですか。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成でございます。議案第１号についてでは原案のとおり許可することにいたします。

次に「議案第２号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について」事務
局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
を願います。

中間管理機構を通したときに、相続の系統図とか出とるもんなんでしょうか。●●さんの話をすると、相続
をきちんとやってからが基本なんですけど、系統図を出したら代表相続の●●さんのものでできる、らしい
んですよ。そういう書類が本当に出ているのか。

確認してお知らせします。

その他何かご質問ありますか。なければ採決いたします。

議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第２号についてでは「意見なし」といたします。

次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明を願います。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
を願います。

この報告はよろしいでしょうか。じゃあ以上で報告第１号を終わらせていただきます。

それでは以上を持ちまして第33回の農業委員会の総会を閉会いたします。皆様お疲れ様でございました。あ
りがとうございました。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和８年４月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市町農業委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　林　忠治

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　７番　


